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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」（障障発0326第１号） 

新旧対照表 

 

（赤字下線の部分は改正箇所） 

改 正 後 現 行 

 

 

 

 

 

一 事業所等を運営する法人等に関する事項 及び 二 

事当該報告に係るサービスを提供し、又は提供しよう

とする事業所等に関する事項 （略） 

１．事業所等を運営する法人等に関する事項 及び ２．

障害福祉サービス等を提供し、又は提供しようとする事

業所等に関する事項 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 事業所等を運営する法人等に関する事項 及び 二 

事当該報告に係るサービスを提供し、又は提供しよう

とする事業所等に関する事項 （略） 

１．事業所等を運営する法人等に関する事項 及び ２．

障害福祉サービス等を提供し、又は提供しようとする事

業所等に関する事項 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 
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改 正 後 現 行 

 

四 サービスの内容に関する事項 ～ 六 その他都道

府県知事が必要と認める事項 （略） 

４．障害福祉サービス等の内容に関する事項 及び ５．

障害福祉サービス等を利用するに当たっての利用料等

に関する事項 （略） 

 

 別添２（略） 

 

 

 

 

二 当該報告に係るサービスを提供し、又は提供しよう

とする事業所等に関する事項 及び 三 事業所等に

おいてサービスに従事する従事者に関する事項 （略） 

２．障害福祉サービスを提供し、又は提供しようとする事

業所等に関する事項 及び ３．事業所等においてサービ

スに従事する従事者に関する事項 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 サービスの内容に関する事項 ～ 六 その他都道

府県知事が必要と認める事項 （略） 

４．障害福祉サービス等の内容に関する事項 及び ５．

障害福祉サービス等を利用するに当たっての利用料等に

関する事項 （略） 

 

 別添２（略） 

 

 

 

 

二 当該報告に係るサービスを提供し、又は提供しよう

とする事業所等に関する事項 及び 三 事業所等に

おいてサービスに従事する従事者に関する事項 （略） 

２．障害福祉サービスを提供し、又は提供しようとする事

業所等に関する事項 及び ３．事業所等においてサービ

スに従事する従事者に関する事項 （略） 
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改 正 後 現 行 
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改 正 後 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


